
覚王山祭における飲食物の取り扱いについて 

 

マスクの着用については、各出店者での判断といたします。なお、手洗いや消毒等は引き続きお願

いします。 

また、覚王山祭で食中毒が発生した場合、今後お祭が開催できなくなりますので、食品の調理・販

売には十分注意してください。 

 

【 注意事項 】 

① 品目 について 

  原則、簡易な調理で熱を加えて食べるもので、扱うものはすべてご記入ください。 

（袋詰め販売のみの場合は除く。試食がある場合は「食品取扱調査票」を提出。） 

  食品の種類、調理製造方法からみて、食品衛生上危害度が高い品目は認められません。  

  〈例〉生野菜を使用した品目、デザートなどの非加熱食品 など   

 ※安全面・衛生上の都合から出店品目を変更いただく場合がございます。 

 

② 施設・設備 について 

  A．調理製造（加熱・注ぐ・調味など）を伴う場合  

    イ．区  画：ブースは３方（上面、両側面及び背面）を囲い、前面はカウンターなどで 

区画してください。  

    ロ．手洗設備：飲食ブースには共同の水道直結シンクが 2槽設置されますが、各ブースにも

1つ以上手洗い用の蛇口付きタンク（20ℓ以上）と、排水用のバケツを設置

してください。 

ブースの配置や調理内容により、2 つ以上のタンク設置が必要な場合もあり

ますので、 保健所の指示に従ってください。 

ブースには石鹸、消毒剤（アルコールスプレー等）、ペーパータオル等を 

備えてください。 

    ハ．冷蔵設備：冷凍・冷蔵すべき食材を取扱う場合は必要です。  

    ニ．保管設備：食材や使い捨て容器、調理器具は衛生的な蓋付きケースに保管して 

ください。  

   

B．調理製造を伴わない場合  

イ．手洗設備：手洗い用の蛇口付きタンク（20ℓ以上）と、排水用のバケツを設置し、 

石鹸、消毒剤（アルコールスプレー等）、ペーパータオル等を備えてください。 

ロ．冷蔵設備：冷凍・冷蔵すべき食品を取扱う場合は必要です。  

 

③ ゴミについて 

各出店ブースには必ず来場者が見えるところにゴミ箱を設置してください。ゴミは各ブ

ースが責任を持って処分してください。なお、商店街のゴミ集積場所には絶対に捨てな

いで下さい。万が一捨てた場合は即時退去ならびに今後一切覚王山祭での出店を認めま

せん。以上の件は出店責任者及び出店従事者に周知徹底させてください。 

  缶・ビン飲料の販売は全て禁止しております。 



 

缶・ビン飲料の場合は全て紙コップまたはプラスチックコップ等に移して提供して 

ください。 

 

④ その他の注意事項  

    ●下処理は必ず許可施設で行い、衛生的な容器に入れて持参してください。許可施設について 

必ず食品取扱調査票に記入してください。 

  ●調理場所及び周辺は常に整理整頓に努め、清潔に保つようにしてください。  

  ●調理器具を使用する場合は、必要に応じて十分洗浄消毒し、常に清潔に保つようにしてくださ

い。  

  ●商品や金銭を取扱った手で、そのまま食品を取扱わないでください。お金を扱う人と調理を 

行う人を分けてください。  

  ●調理前、トイレ後、汚れたものに触れた時など、定期的に手洗いを行うように努めてください。  

  ●整髪、爪切りをし、清潔な服装で作業に従事してください。  

  ●出店者は、食品取扱い従事者の健康を管理し、手指に傷があったり、下痢･嘔吐などの症状が

ある場合には、食品の取扱いに従事させないでください。  

  ●出店者は、食品取扱い従事者に食品衛生の基礎知識を教育するとともに、随時食品の衛生的 

取扱いを指導してください。  

  ●廃棄物は出店者が責任を持って処理してください。  

  ●給水は共同の水道直結シンクを利用してください。  

  ●包装済みの販売品は適切な表示を行ってください。  

 

⑤電気使用に関して（電源申込済の方のみ） 

電気の最大使用料は１００V（１０００Ｗ）までです。１００V を超えて使用するとショート

する恐れがあり大変危険です。必ず祭当日使用予定の電気器具のボルト数・ワット数を計算し、

１００Vを超えない設備をお持ち下さい。 

また、１店舗でも超えると飲食ブースで使用している電源が落ちる可能性があります。電源が 

落ちた場合、他の出店者の電気も使えなくなり、復旧も困難な状況になりますので、容量厳守 

でお願いいたします。  

なお、当日の電気使用は受け付けません。 

 

 

 

不明な点・ご質問等は千種保健センター（052-753-1951）までお問い合わせ 

下さい。 

 

 

覚王山祭事務局 

 

 

 

 



覚王山祭での火器使用及び消火器の設置について 

 

 

この度は覚王山祭にご出店、誠にありがとうございます。 

 

さて、覚王山祭での火器の取り扱いについてご連絡致します。 

条例の改正に伴い、イベントや催事等で火器を使用する場合は業務用の消火器設置（業務用 10型）

が義務付けとなりました。そのため火器を使用する出店者は申請書として、添付した「③ブース内

配置図」を提出していただく必要があります。ご提出後は覚王山祭事務局で取りまとめ、書類を作

成後に消防署へ提出致します。 

お祭当日、消防署員が見回り、消火器の設置を確認致しますので、必ずご準備下さい。 

なお、設置がなされていない出店者については出店を取りやめて頂く場合もございます。 

必ず消火器は１店舗につき１台用意して下さい。 

また、消火器には使用期限があり、新規格への更新が必要となります。新規格の消火器には添付し

た「＜注意事項＞消火器新規格の案内」の下にある 3つのマークが付いております。必ず 3つのマ

ークのある消火器をご用意ください。 

申請書の「ブース内配置図」には必ず消火器、LPガスや使用火器など設置場所を必ず記入しておい

てください。消防署より指導がございましたので、記入漏れのないようお願いします。 

 

 

消火器設置が必須とされる火器は以下の通りとなります。 

 

 

・LPガスなどのガスボンベ（家庭用も含む）の使用 

・鉄板、炭（炭焼台など）を使用 

・ホットプレートの使用 

・フライヤーの使用 

・ポップコーンマシーンの使用 

・保温ポット（電熱線の出ているもの）の使用 

・電子レンジの使用                  

 

 

など、熱を発するもの 

 

詳細やご不明な点は千種消防署予防課（052-764-0119）へ直接ご確認ください。 

お手数おかけ致しますが、何卒よろしくお願いいたします。 

 

 

覚王山祭事務局 

 


